
1 

 

ESG DATABOOK 

2024 

 

 

株式会社 JTC 

 



2 

 

＜TABLE OF CONTENTS＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 経営理念      3 ～ 

◼ ESG 経営の推進      4 ～ 

◼ Environment 環境      5 ～ 

◼ Social 社会      11 ～ 

◼ Governance ガバナンス       24 ～ 

◼ SDGs 31 ～ 

◼ Appendix 33 ～ 



3 

 

 

 

 

 

 

経営理念 

私たちは、観光産業において、人と人との繋がりをつくり出す 

「感動創造企業」を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちが販売した商品は、"プレゼント"になったり、また"記念品"になったりします。 

愛するべき人に"プレゼント"をあげるという行為は、"プレゼント"をもらう人も、あげる人も喜びと感動を

共有することができます。 

また、お客様が直接その商品を使う場合は"記念品"として、多くの旅行の思い出と一緒に、当社店舗

と当社社員を思い出してほしいと考えています。 

そのような、感動を創造できる企業を目指しています。 



4 

 

∎ESG 経営の推進 

重要課題 目指すべき姿 

●多様性の尊重 
✓ 国籍・性別等あらゆる多様性に配慮した労働

環境の構築 

●循環型社会形成への貢献 ✓ 脱炭素社会の実現への寄与 

●従業員の健康、安全の確保 ✓ 健康的なライフスタイルの実現 

●ステークホルダーの利益の実現 
✓ 経営の健全性、透明性及び効率性が確保さ

れた体制の確立・維持 

●リスク管理の統合 

✓ 異常気象や地政学的リスクを含む総合的なリ

スク管理システムを構築し、企業全体でリスク

に対応できる体制を整備 

●株主との対話 ✓ 適切な相互コミュニケーションの確立 

●地域社会との共生 
✓ 地域ごとの特性に応じた店舗運営、地域社

会・経済への貢献 
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環境問題に対する方針 

小売業という業種もあり、温室効果ガス等の数値化された削減目標等は定めておりませんが、全ての

店舗において、毎月の電気、ガス等使用量の実績値を管理しており、その実績値を蓄積することで、省

エネルギー、省資源について継続的に取組みを行っています。 

また、事業活動の全ての領域において、省エネルギー、省資源、リサイクルの促進、廃棄物の削減を図っ

ています。さらに、出店地域の選定にあたっては、環境保護等法規制を遵守しています。これらの取り組

みを通じて、店舗は ESMS および ESG の枠組みの中で、具体的かつ実効的な環境保護活動を実施

しています。これらの活動は、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩であり、店舗の環境および社

会的責任を果たすための具体的な行動と考えています。 

なお、今後、当社グループ全体の社会・環境の持続的発展を目指す体制強化のためにも、部署の新設

あるいは既存部署での機能強化並びに活動の推進を検討してまいります。 

 

省エネルギーの推進 

・ 店舗内、倉庫、休憩室などでは、利用時以外の電気を消灯し、エネルギー消費を削減しています。ま

た、使用時には照明の 50％点灯により、必要最低限の明るさを保ちつつ、省エネを実現しています。 

・ エアコンの温度は警備防災室で一括管理しており、過度なエネルギー消費を防ぐための適切な温度

調整が行われています。 

 

その他の方法による温室効果ガスの削減 

廃棄物のリサイクル 

・ リサイクル可能な廃棄物の分別 

廃棄物をリサイクル可能なものとそうでないものに分別するシステムを導入しています。この分別作業は、

資源の再利用率を高め、環境負荷を低減するための重要なステップととらえています。 

・ プリンタ用紙再生紙の利用 

 店舗では、環境保護の一環としてプリンタ用紙に再生紙を使用しています。これにより、新規の木材使

用を減らし、森林保護に貢献しています。 

・ トイレットペーパーの再生紙の利用 

  トイレットペーパーも再生紙を採用しており、廃棄物の減量とリサイクル促進に寄与しています。 

 

産業廃棄物の処理 

市区町村の条例に基づき、条例に従い、行政の認定を受けた産業廃棄物処理業者を選定しています。
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さらに、処理過程の透明性と追跡性を確保するために、マニフェストを作成し、適切に保管しています。 

 

 

 

 

廃棄物の減量推進活動 

・ 前年度の廃棄物量を確認し、次年度への減量計画を立て、必要に応じ市区町村へ報告しています 

 (店舗は、前年度の廃棄物量確認し、次年度の減量計画を策定) 

これらの計画は、廃棄物削減に寄与していると考えています。 
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行政（市区町村環境局）の立ち入り検査対応 

 

【参考】 

 大阪市の店舗は、大阪市環境局による 2 年に 1 回の廃棄物状況の検査に対応しています。この検

査は、店舗の廃棄物管理が適切に行われているかを確認するためのものであり、法令遵守と環境保護

の取り組みを強化する役割を果たしています。 

・ 廃棄物管理責任者を選任し、必要な講習会を受講しています。これにより、最新の廃棄物管理技

術や法規制についての知識を得ることができ、全体の廃棄物管理能力が向上します。 

 

資源の抑制 

 紙での受発注や請求書や納品明細受領を電子化へ移行しています。 

可燃ごみの重さ（ｋｇ） × 0.34 ＝ CO2 の発生量（kg） 

※出典：東京都版 くらしの家計簿 

  枚数 重量(kg) CO2 発生量(kg) 

対策前 70,000 280 112 

2024 年 35,000 168 67 

2025 年 17,500 98 39 

2026 年 8,750 5 2 

  



10 

その他の取り組み 

・ 環境保護の一環として、店舗ではショッピングバッグを有料化しています。これにより、消費者に対して

再利用可能なバッグの使用を促進し、プラスチックごみの削減に貢献しています。 

・ 大量購入のお客様に対しては、再利用が可能な段ボールを用いた梱包対応を行っています。これによ

り、プラスチック袋の使用を減らし、環境負荷を軽減しています。 

・ 店舗では、環境保護の一環として節水型トイレを設置しています。このトイレは水の使用量を削減し、

水資源の保護に寄与しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

 

 

 

 

 

Social 社会 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

社会に対する方針 

株式会社 JTC は、主に海外からの旅行者に対して、食品・化粧品・生活用品等のお土産品を販売

する店舗を展開する小売業を主たる事業としております。 
当社は、利益の追求だけでなく、環境や社会、人権に配慮した行動を取る責任を有していると認識して

います。 

 

・ 社会貢献 

地域社会への貢献活動。例えば、教育支援や地域社会への支援。 

・ 労働環境の改善 

従業員の働きやすい環境を整えるための取り組み。例えば、労働時間の短縮や福利厚生の充実。 

・ 事業活動の透明性確保 

全てのステークホルダーが、納得できるような、企業活動の透明性を確保。 

 

 

リスク管理 

事業活動におけるリスク管理 

事業を行うにあたり以下のリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応

に努めます。 

・ 特定人物への依存に関するリスク 

   当社の創業者であり、代表取締役である具哲謨は、会社設立以来、最高経営責任者として、当

社の経営方針や事業戦略の決定をはじめ、営業を中心とする事業推進において重要な役割を担っ

ております。当社では、適切な権限委譲を図るための組織整備、業務分掌及び職務権限規程等の

整備、社内の人材育成等を行うことにより、同人へ過度に依存しない経営体制の整備を進めておりま

すが、同人が何らかの理由により当社の業務を継続することが困難になった場合には、当社の業績及

び今後の事業戦略に影響を及ぼす可能性があります。 

 

・ 地震や台風等の災害、テロ活動、疫病等に関するリスク 

当社の店舗及びその周辺地域において大地震や台風等の自然災害あるいは火災による建物倒

壊等の予期せぬ事故が発生し、店舗・設備等に物理的損害が生じ、当社の販売活動や流通・仕入

活動が阻害された場合、商品供給体制や販売体制に悪影響を及ぼす可能性があります。また、自

然災害はもとより、テロ、戦争、疫病の流行、その他要因による社会的混乱が発生し、海外からの旅
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行者数が減少する場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

・ アジア地域における国際情勢の変動等に関するリスク 

当社店舗への来店客は、中国、韓国を中心としたアジア地域からの旅行者となっております。したが

って、これらの国々における政治・経済情勢・法規制等の変動に大きな影響を受けます。今後、これら

の国々の政情不安や我が国との政治問題、外貨規制や関税、税関検査等の規制内容や裁量によ

る運用・解釈の重大な変更が行われた場合、来客数の急激な変動に繋がり、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

 

・ 競争激化に関するリスク 

当社における市場環境は、百貨店、総合スーパー、コンビニエンスストア等の小売企業に加え、低

価格に強みを有するディスカウントストア、ドラッグストア等も、輸出販売場許可を得てインバウンド事業

に次々と参入しており競争が激化しています。当社の既存店並びに新規出店地域における他社の店

舗戦略や競争状況によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

・ 為替に関するリスク 

当社の店舗では顧客からのドル、元、ウォン等の外貨による支払の受付及び関係会社間での貸付

や借入を行っており、外貨を円と交換するまでの間は為替相場の変動による為替差損益が生じます。

為替相場の急激な変動によっては、短期間で当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

・ 減損に関するリスク 

当社は、事業活動上、店舗用土地・建物をはじめとする事業用固定資産を保有しています。これ

らの資産につき経済状況の悪化や競合状況の激化等により収益性の低下や地価の下落が発生した

場合、減損を認識しなければならず、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

・ 出店政策に関するリスク 

当社の新規出店政策につきましては、立地条件や賃貸条件等を総合的に勘案して決定している

ため、条件に合致する物件が確保できない場合、新規出店が進行せず、当社の業績及び財務状況

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

・ 在庫に関するリスク 

当社は、海外からの旅行者に向けた商品展開を行っており、海外消費者の需要の変化、当社が

出店している店舗地域の天変地異等に伴い、在庫の長期滞留化、販売価格の低下に伴う在庫の

評価損が発生する可能性があり、その場合には当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性が

あります。 
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・ 法的規制に関するリスク 

当社は、出店地域における店舗開発、店舗営業、商品取引、環境保護等法規制を遵守し、事

業を推進するうえで必要な許認可を行政から取得し、事業を行っております。しかしながら、将来にお

いて予期せぬ法規制の変更や法的規制における解釈や適用が強化された場合、また行政の指導方

針の変更等が生じた場合、新たな対応コストが発生し、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

・ 役職員の内部統制に関するリスク 

当社は、コーポレートガバナンス、コンプライアンス及びリスク管理を経営上の重要な課題のひとつと

位置づけており、内部統制システムの基本方針を定め、業務の有効性及び業務の効率性を確保し

ながら、同システムの継続的な充実・強化を図っております。また、業務運営においても役職員の不正

や不法行為の未然防止に万全を期しておりますが、万が一不正や不法行為が発覚した場合、当社

の社会的信用及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

・ 個人情報保護に関するリスク 

当社は、営業活動上多くの個人情報を保有しておりますが、個人情報漏洩による企業経営・信用

への影響を十分に認識しており、社内にリスク・コンプライアンス委員会を設置し、各種規程・マニュアル

の整備、役職員への周知徹底等、個人情報の管理体制の整備を行っております。しかしながら、万が

一情報が漏洩した場合は、損害賠償費用の発生、社会的信用の失墜等により、当社の業績及び

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

労働環境のリスク管理 

事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連

の手順によるリスクアセスメントを実施しています。 

 

リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の内容 

- 事業場のあらゆる危険性又は有害性を洗い出し、特定します 

- 労働災害（健康障害を含む）の重篤性（災害の程度）及びその災害が発生する可能性の度

合を組み合わせてリスクを見積ります 

- 見積りに基づくリスクを低減するための優先度を設定した上で、そのリスクを低減するための措置（リ

スク低減措置）を検討します 

- リスク低減措置を実施するとともに、その結果を記録します 
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※2024年2月実施のリスクアセスメント 

 

 

安全衛生委員会の開催 

毎月、産業医臨席のもと、安全衛生委員会を開催し、心と身体の両面で従業員の健康をサポートする

体制を構築しています。 
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物理的危険への対応 

厚生労働省が取りまとめた『小売業の安全衛生』の解説書を、社内SNSの掲示板に掲載し、転倒防

止、脚立作業、カッターナイフの取り扱い手順、熱中症の防止を図っています。なお、日本語、韓国語、

タイ語、ベトナム語、中国語の多言語対応を行っています。 

 

 

 

 

労働 

低賃金または不十分な賃金 

労働基準法等の法令を遵守し、賃金および福利厚生は関連する法令に基づき、支給及び控除を行い、

その記録を 5 年間保持しています。 

賃金規程は、イントラネット（社内 SNS）上で、誰でも最新のものを確認できるようになっており、その支

給控除基準を明示するとともに、問い合わせ等に関しては人事部にて適切に説明を行っています。 
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また、賃金の水準は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障した国の定める最低賃金に、

更に一定のプレミア（2024 年現在は 30％）を付加した金額を株式会社 JTC の最低賃金としていま

す。 

 

過度な残業 

労働時間、休憩、休日に関する法令を遵守します。また、時間外労働の強制は行っておらず、本人同

意のもとで、実施される時間外労働に対しては、就業規則、法令に定められた手当を支払っています。 

また、法令に基づき労働者と会社との残業協定を締結しています。 

 

若年労働者や学生労働者の搾取の禁止 

義務教育を妨げる 15 歳未満の子どもの労働と、18 歳未満の危険で有害な労働とされる児童労働を

株式会社 JTC は自ら行わず、支援も行いません。また、就業規則により満 18 歳未満の就業を認めて

おらず、児童を健康や発達に有害または危険となる状況にさらすことはありません。 
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結社の自由や苦情処理の仕組み 

株式会社 JTC には従業員が結成した労働組合はありません。 

そこで、代替手段として、就業規則類の変更等が従業員にとって不利益変更にならないよう、従業員代

表に必要な説明と意見聴取を行い誠実に対応しています。 

労働者代表の選任は公募による選挙によります。 

 

差別的な採用および昇進慣行 

人種、国籍、出身地、宗教、性別、性認識などを理由として、採用、昇進などで差別をしません。 

すべての判断は、業務の遂行能力と実績を基準として、以下の基準による偏見や差別を排除した適切

な判断を行います。 

 

＜本人に責任のない事項＞ 

・国籍、民族 

・本籍・出身地 

・家族の状況 

・性別、性認識 

 

＜本来自由であるべき事項＞ 

・宗教 

・思想信条 

 

ハラスメントへの対処 
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トップによる『ハラスメント防止宣言』を実施しています（2021 年 12 月） 

 

労働者にとって安全で衛生的ではない居住区 

暴行や脅迫により、「たこ部屋」、「監獄部屋」などに閉じ込めて働かせるような、監禁その他精神的、身

体的および行動の自由を不当に制限する手段により、従業員の意思に反する雇用を行い、労働を強制

することは行っておらず、それに加担することもありません。 

 

ダイバーシティと機会均等 

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、

次のように行動計画を策定しています。 

 

株式会社JTC行動計画 

１．計画期間 令和4年4月1日～令和9年3月31日までの5年間 

２．内容 

 

目標１：育児休業を取得予定の社員及び育児休業から復職した社員に対するメンター制度を導

入する。 

＜対策＞ 

当社は職場のハラスメントをなくし、みんなが気持ちよく働くことができる職場環境をつくるための取組の一環として、

先月皆さんにハラスメントの講習を受講していただきました。 

ハラスメントは、人権にかかわるものであり、相手の名誉や尊厳を傍つけるばかりか、職場の環境も悪化させる重大

な問題です。 

そういったハラスメントを発生させないために、皆さんにハラスメントに関する意識を高めてもらうことにより、より安全で

快適な職場づくりを目指します。 

当社は、ハラスメントを決して許しません。見過ごすこともしません。ハラスメントの行為があれば、すぐに上司に相談

してください。上司に相談しにくい場合は、社内のコンプライアンス通報窓口や人事に相談してください。 

よりよい職場づくりを目指し、一緒に、取組を進めていきましよう。 

 

全ての社員は、その家族にとって自慢の娘や息子であったり 

尊敬されるお父さんやお母さんであったりする 

そんな人たちを 

職場のハラスメントで   

苦しめたりすることがあってはならない 
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●令和4年8月～社員へのヒアリング調査、検討開始 

●令和５年4月～運用ルールの検討、メンター選定 

●令和5年9月～制度導入、SNS掲示板による社員への周知 

●令和6年4月～フォローアップ 

 

目標2：育休取得予定者に「育休復帰支援プラン」を策定し、円滑な育休取得・職場復帰をサポ

ートする。 

＜対策＞ 

●令和4年8月～対象社員に対し、「育休復帰支援プラン」や両立支援制度、育児休業給付、

休業中の社会保険料免除などについて周知。 

●令和5年3月～育休取得予定者に対し、個別に「育休復帰支援プラン」を策定開始。 

●令和6年4月～フォローアップ。 

 

目標3：自社の両立支援制度の利用状況、両立支援のための取組の成果等を把握し、改善点を

検討する。 

＜対策＞ 

●令和4年8月～制度の利用状況、取組の成果について現状を把握。 

●令和5年4月～問題点や改善点の有無について検討員会で検討。 

●令和6年4月～目標1、目標2の課題も含めて、改善のための取組を検討、実施。 

 

女性活躍の機会創出に向けた取り組み 

１．計画期間 令和4年4月1日～令和9年3月31日までの5年間 

２．当社の課題 

課題１：男女の平均継続勤務年数の差異はないが、勤続年数自体は短い。 

課題２：役員に占める女性の割合が低い。 

３．目標 

  ・ 男女ともに平均勤続年数を8年以上とする。 

  ・ 役員や部長に占める女性の割合を10％以上とする。 

４．取組内容と実施時期 

  ・ 長時間残業を削減するための意識啓発を行う。 

   2022年4月  残業の要因分析。 

   2023年4月  ノー残業デーや数値目標の設定（管理職の率先垂範）。 

   2025年4月  フォローアップ。 

  ・ 有給休暇取得を推進する取組を実施する。 

   2022年4月  阻害要因の分析。 
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   2023年4月  取得率の目標設定（計画取得の拡大・管理職の率先垂範）。 

   2025年4月  フォローアップ。 

・ 仕事の効率や成果に応じた公正な評価・処遇体系を整備し、評価制度・賃金制度を改定する。 

   2022年4月  人事評価制度の分析。 

   2023年4月  人事制度の整備（評価と処遇の関係を明白に）。 

   2025年4月  フォローアップ。 

 

労働基準に関する企業方針の浸透 

当社は、「株式会社JTC行動指針」をホームページに掲載し、社外に対してもコミットメントを行っていま

す。 

 

行動指針 

1 私たちは、多様性を尊重し、お互いを信頼して行動します。 

2 私たちは、共通の目的を達成するために、チームワークを大切にします。 

3 私たちは、チャレンジ精神とスピードを重視し、最後までやり遂げます。 

4 私たちは、常に人々に愛情を持って接し、夢や感動を共に育みます。 

5 私たちは、各種法令を遵守し、ステークホルダーに対して誠実かつ公正に行動します。 

 

 

個人情報の保護 

株式会社 JTC は、取り扱うすべての個人情報について、個人の権利保護、個人情報に関する法規制

等を遵守しています。 

お客様の個人情報保護に関する基本方針 

１．お客様の個人情報は、店での、免税管理以外の用途には利用しません。 

２．お客様の個人情報は、法令等により提供を要求された場合以外、第３者に提供致しません。 

３．お客様の個人情報は、正確かつ最新の情報を保ち、漏えい、紛失、破壊、改ざん又は不正なアクセスを

防止するように努めます。 

４. お客様の個人情報は、お客様から開示を求められた場合は、当社の定める書面の提出により、開示に応

じます。開示請求は、当社の総務係まで、お問い合わせ下さい。 

５. お客様の個人情報は、関連法規や規範を遵守し、定期的に監査を行い、継続的にその管理の改善に

努めます。                                            

2014年4月１日 
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個人情報の保護に関する規定整備の状況 

個人情報保護管理規程    2015年10月15日施行    最終改正  2021年9月15日 

特定個人情報等取扱規程  2019年10月15日施行     最終改正 2021年9月15日 

 

公正な取引 

コンプライアンス違反実績    

独占禁止法、下請法等の法令に違反した事例はなく、罰金や課徴金の支払いもありません。 

 

腐敗防止に関する方針/取り組み  

接待及び贈答については、取引先等との良好なビジネス関係を築くために有効である反面、癒着を招く

など不適切な関係になりかねないため、接待及び贈答を行う場合または、受ける場合、社会通念の範

囲を超える金銭、贈物、接待その他の経済的利益の供与および収受を禁止し、事前に所管部門に承

認を得る事で公正な取引に努めています。 

 

公正取引に関する方針/取り組み  

公正で誠実な事業活動を推進するために、年 1 回、下請法・独占禁止法・景品表示法関連の議題を

商品部の会議で取り上げ、構成メンバーに対し、他社の違反事例や法改正への対応を周知・徹底して

います。 

 

異常気象、地政学的リスクへの対応 

異常気象への対応 

リスク管理計画を策定し、災害時の対応マニュアルや従業員の安全確保を確立するなどの、持続可能

なビジネスモデル（BCP）を構築します。また、サプライチェーンを強化することにより、異常気象による商

品の供給遮断や、日本国内の災害（原発事故等）による風評被害リスクへの対策として、サプライチェ

ーンの多様化や在庫の確保を行っています（例：PB 健康食品メーカーの関東、関西、九州への分散

化等）。 
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地政学的リスクへの対応 

地政学的リスクに関する最新情報を収集し分析するとともに、広く外部の知見も活用し、未然にリスクに

備えています。また、中国、韓国の旅行客への過度な依存を避け、台湾、東南アジア等へ裾野を広げる

ことにより、地政学的リスクが発生した場合の影響を最低限に抑える営業施策をとっています。更に、サイ

バー攻撃のリスクに備え、セキュリティ対策を強化し、定期的なセキュリティチェックや従業員の教育を実施

しています。 

 

社会への投資 

震災復興への寄付 

災害が多発する日本において、被災地の少しでも早い復興のため、寄付を行っています 

 

 

 

 

 

 

大学への奨学金寄付 

将来、社会を担う人材の育成を図るため、複数の大学に奨学金を寄付しています。 

 

 

 

 

 

 

 

地域イベントへの協賛 

地域で開催されるお祭りやイベントへの寄付を、地域社会からの要請に応じて行っています 
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Governance ガバナンス 
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コーポレートガバナンス 

コーポレートガバナンスに対する方針 

株式会社 JTC は、「私たちは観光産業において、人と人との繋がりをつくり出す『感動創造企業』を目指

します。」という経営理念のもと、株主をはじめ、顧客、取引先、従業員、地域社会等の全てのステーク

ホルダーの利益を重視した経営を行うことが当社の使命であると考えています。そのためには、当社が安

定的かつ永続的な発展を果たすことが不可欠であり、このような発展の基盤となる経営の健全性、透明

性及び効率性が確保された体制の整備を進めることをコーポレートガバナンスの取組みに関する基本的

な方針としています。 

 

 

コーポレートガバナンスの概要及び制度採用の理由 

体制概要 

当社は、監査等委員会設置会社として、取締役会の経営機能(経営の基本方針の審議・決定)及び

業務執行の機動性の更なる向上並びに監督機能の一層の強化を図っているほか、社外取締役が過半

を占める監査等委員会が、取締役の業務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が取締役会

の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督の実効性

の向上を図っています。 

 

基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．取締役及び使用人の業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 当社グループは、内部統制を有効に機能させるためにコンプライアンス規程を整備し、内部統制を有効に機能させる

ための機関としてコンプライアンス委員会、その下部組織としてコンプライアンス担当役員を統括責任者とするコンプライ

アンス統括部門を設置し、当社グループのコンプライアンスに関する体制の整備、是正等に関する企画立案、調整及

び推進を行います。更に、内部監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備し、内部監査規程に沿っ

て各部署における業務執行が法令・定款に適合しているかの内部監査を実施します。 

ⅱ．取締役の業務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 当社グループは、法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき文書等の保存を行います。また、情報の管理は、

情報管理規程やその他の諸規程に基づいて適切に行います。 

ⅲ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 当社グループは、役職員が業務執行並びに業務遂行する際に、当社グループ内外に潜むリスクについてそれぞれの

担当部署において把握し、各種会議等への報告を行い、その影響度合いを検討しながら対処を行います。また、新た

に生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者を定めて対処を行います。 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ．取締役の業務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 当社グループは、定例の取締役会を原則として月１回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督を

行います。更に、組織、指揮命令系統、業務分掌等を定めた組織規程を制定し、職務権限規程に基づく業務執行

上の責任体制を確立することにより、業務の効率的な執行を図ります。また、代表取締役は、会社組織の構築・見

直しを行い、その効率的な運用と監視監督体制の整備を行います。 

  

ⅴ．当社グループの監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項及びその他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 監査等委員が職務を補助する使用人として必要と判断した場合は、必要に応じて人員を配置します。また、監査

等委員の職務補助のために担当者を置いた場合は、その取扱いについて取締役（監査等委員である取締役を除

く。）と監査等委員が事前に協議のうえ決定します。 

ⅵ．前項の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び当該使用人に対する指示の

実効性の確保に関する事項 

 監査等委員の職務を補助すべき使用人は、監査等委員の指示命令により職務を行います。 

ⅶ．監査費用の前払又は償還の手続その他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項 

 監査等委員会及び監査等委員の職務の執行上必要と認める費用については、あらかじめ予算を計上します。た

だし、緊急又は臨時に支出した費用については、事後に償還に応じます。 

ⅷ．取締役、その他使用人等が当社グループの監査等委員に報告するための体制及び監査等委員に報告した者

が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

 監査等委員は、取締役会その他の重要会議に出席し、重要事項の審議と経営判断の過程を確認するとともに、

必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。) 又は関係部門の責任者に説明を求めること、及び重要

な決裁書類等の閲覧、経営情報をはじめとする各種情報を取得することができる体制を整備しています。 

 また、当社グループの取締役及び使用人は、不正又は法令及び定款等の違反等、又は内部通報があった事項

等、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合には、監査等委員に報告するものとします。なお、報

告事項が虚偽であった場合を除き、監査等委員へ報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理

由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び従業員に周知徹底しています。 

ⅸ．その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 監査等委員会は、独自に意見形成するため、必要に応じて外部法律事務所等と連携します。また、監査の実施

にあたり必要と認めるときは、自らの判断で公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用します。 

ⅹ．反社会的勢力による被害を防止するための体制 

 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、不当な要求や取引については、毅然と

した態度で対処するとともに、これらの活動を助長するような行為は一切行いません。反社会的勢力からの不当な要

求等の問題が発生した場合、社内の適切な部署及び機関と情報の共有を図るとともに、必要に応じて顧問弁護士

や警察関係者等の外部専門機関と連携し、組織全体で対応します。 
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概念図 

 

1．取締役会  

取締役会は、本書作成日現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名及び監査等委

員である取締役３名の計８名（うち社外取締役２名）で構成され、毎月１回の定時取締役会の開

催に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行っています。 

取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営上の重要な事項に関する意思決定、取締役

の業務執行の監督機関として機能しています。 

 

２．監査等委員会 

監査等委員会は、本書作成日現在の監査等委員である取締役３名（うち社外取締役２名）で

構成され、うち常勤監査等委員を１名選任しています。 

毎月１回の定時監査等委員会の開催に加え、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、法令、定

款で定められた事項のほか、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果の検討等、監査等委員相

互の情報共有を図っています。 

 

３．コンプライアンス委員会 

当社グループは、コンプライアンスに関する重要方針の決定、意識向上を図るための体制作りや施策

を推進するため、コンプライアンス委員会を設置しています。 

コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当取締役を委員長、その委員長が指名する者を構成員と

し、必要に応じて委員会を開催しています。 

 

 

株 主 総 会

取締役会

取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名
（うち社外取締役０名）

代表取締役

監査等委員会

監査等委員である取締役３名
（うち社外取締役２名）

連携

会計監査

指示

報告

選任・解任 報告
選任・解任

選定・解職 報告

監査

会計監査人

選任・解任

内部監査室

監査

連携

連携

各業務執行部門

コンプライアンス委員会

リスク管理委員会

関係会社

関連事業統括部門

指示 報告

指導 報告

指示

監督

指示 報告

報告
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４．リスク管理委員会 

当社グループは、リスク管理体制の構築やリスクの識別、評価、対策等の審議を行うことを目的として、リ

スク管理委員会を設置しています。 

リスク管理委員会は、リスク管理担当役員を委員長、その委員長が指名する者を構成員とし、必要に

応じて委員会を開催しています。 

 

各会構成 

役職名 人数 取締役会 監査等委員会 
コンプライア
ンス委員会 

リスク 
管理委員会 

代表取締役社長 １ 名 ◎    

取締役 ２ 名 ○  〇 〇 

取締役（非常勤） ２ 名 〇    

取締役（常勤監査等委員） １ 名 ○ ◎   

社外取締役（監査等委員） ２ 名 ○ ○   

執行役員 ４ 名   ○ ○ 

他業務執行部門 部門長 ４ 名   ○ ○ 

 

 

リスクマネージメント 

当社グループは、リスク管理規程を定め、リスク管理担当役員がリスク管理委員会の委員長となり、その

委員長が指名する者を構成員とし、リスク管理体制の構築・運営を図っております。 

 具体的には、リスク管理委員会においてリスクの識別（抽出）、定性的・定量的なリスク評価と測定、

リスクの原因分析及びリスク管理の戦略・対応策の策定、対応策のスケジュール作成等を行い、これに

基づき各部署及び各店舗において、対応策の導入・実施を行っております。そして、各部署及び各店舗

は対応策の導入による結果や実施状況につきセルフモニタリング、その後内部監査によるモニタリングを行

っております。リスク管理委員会にて、このモニタリングの結果報告が行われることで、より効果的な対応策

が検討され、リスク管理体制整備の一層の強化、当社グループに潜むリスクの未然防止や会社損失の

最小化に努めております。 

 また、リスク管理体制の構築・整備の一環として、リスク管理委員会が全社的なリスク管理の教育・研

修を計画・実施することで対応策の実効性をあげることに努めております。 
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コンプライアンス 

当社グループは、内部統制を有効に機能させるためにコンプライアンス規程を整備し、内部統制を有効に

機能させるための機関としてコンプライアンス委員会、その下部組織としてコンプライアンス担当取締役を

統括責任者とするコンプライアンス統括部門を設置し、当社グループのコンプライアンスに関する体制の整

備、是正等に関する企画立案、調整及び推進を行います。更に、内部監査が実効的に行われることを

確保するための体制を整備し、内部監査規程に沿って各部署における業務執行が法令・定款に適合し

ているかの内部監査を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社グループの取締役及び使用人は、JTC グループの行動基準に基づいた行動をとらなければならない

と定められており、規程類を常に確認・遵守するとともに不明確な場合は所属長または関連部門に確認

し適切に業務を遂行いたします。 

取締役及び使用人が、他の従業者や特定の部門がコンプライアンスに違反する行為を行っていることを

ＪＴＣグループ行動基準 

１．お客様に対する指針  

① 私たちはすべてのお客様一人ひとりに対して、公正・誠実な対応を行ないます。  

② 私たちは魅力ある商品、サービス、技術と安全を常に提供いたします。  

③ 私たちは社会倫理に反しない自由な企業間競争を致します。  

④ 私たちはお客さまの情報管理については最大限の保護を図ります。  

２．株主に対する指針  

① 私たちは常に全ての株主に対する利益を考え、企業情報を適切に開示し、企業活動の説明責任を果たしま

す。  

② 私たちは企業の透明性を図り、株主等と双方向のコミュニケーションを促進します。  

３．協力会社に対する指針  

① 私たちは全ての取引先と対等で公正な関係を維持し、客観的な基準に従った取引を行なってまいります。  

② 私たちは公正な市場競争倫理を著しく逸脱する贈答・接待は排除いたします。  

③ 私たちは不条理な慣習、馴れ合いには従いません。  

４．地域社会・一般社会に対する指針  

① 私たちは地域社会の文化や規範を尊重し広く社会に貢献してまいります。  

② 私たちは資源の有効活用、地球の環境保全に積極的に取り組んでまいります。  

③ 私たちは反社会的勢力に対して一切の妥協はいたしません。  

５．社内統治に対する指針  

① 私たちは『倫理に反することが会社の最大の不利益』であることを確認いたします。  

② 私たちは不合理な差別、不条理な処遇を排し、安全で健康な職場環境を維持いたします。  

③ 私たちは従業員一人ひとりの個性を尊重し、能力開発・教育を推進いたします。 
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知ったとき、または適切な措置を執らないためにコンプライアンスに違反する事態を招くおそれが生じた場

合は、速やかにコンプライアンス委員もしくはコンプライアンス統括部門、監査等委員に通報しなければな

らないことと定めています。 

当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び従業員

に周知徹底しています。 

 

コンプライアンス委員会において処分された従業員の数 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 

1 名 ０名 1 名 

 

 

関係会社 

当社及び当社の関係会社は、業務の適正を確保するため、業務の実態に対応した諸規程を定めるも

のとしております。また、当社の取締役会は、当社関係会社に対して経営数値その他の重要な情報等

について定期的に報告させるとともに、連絡会議及び取締役会等を通じて情報を共有し、統制・監督を

行っています。 
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SDGs 

SDGs（持続可能な開発目標）への取り組みは、企業や個人が持続可能な社会を実現するために重

要です。SDGs は、2015 年に国連で採択された 17 の目標と 169 のターゲットから構成されており、

2030 年までに達成を目指しています。 

 

ESG と SDGs に明示された目標を経営戦略に統合し、企業価値の改善効果を大きくすることに貢献し

ます。 
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SDGs への取組み 

JTC は現在 17個の SDGs の中、3 つ(4 番、5番、10番)履行中(３つとも Social) 

E と G未履行であり改善への取り組みが必要です。 

 

 

 

 

 

 

➤ 未来の観光業を支える人材の育成を目標に、返済不要な奨学金を支給しています。 

 

 

 

 

➤ 採用から、昇進昇格まで、男女の差異のない運用を行っています。 

   店長 男性 5 名  女性 7 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤ 社員の大多数は外国人となっていますが、国籍による処遇の差はありません 
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Appendix① 
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Appendix② 
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